
  

 

真岡地区 居住誘導区域 

 
※居住誘導区域は、計画策定時（令和 2（2020）年）の状況から設定 
※急傾斜地崩壊危険区域と土砂災害特別警戒区域は誘導区域から除外しておりますが、縮尺の都合により図

面上での確認が困難であることから、詳細については都市計画課窓口でご確認ください 

  


